
○
特
殊
貨
物
を
収
納
す
る
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
質
量
の
確
定
方
法
等
を
定
め
る
告
示 

 

（
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
貨
物
等
」
と
は
、
貨
物
そ
の
他
の
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
る
物
を
い
う
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則（
以

下
「
特
貨
則
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

（
質
量
確
定
の
手
順
） 

第
二
条 

特
貨
則
第
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
告
示
で
定
め
る
手
順
は
、こ
の
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

コ
ン
テ
ナ
の
荷
送
人
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
登
録
確
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）

に
、
特
貨
則
第
一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
質
量
の
確
定
（
以
下
「
質
量
確
定
」
と
い
う
。
）
を

委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

本
邦
内
に
住
所
又
は
事
業
所
を
有
し
な
い
コ
ン
テ
ナ
の
荷
送
人
は
、
船
舶
運
航
事
業
者
（
海
上
運
送
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
船
舶
運
航
事
業
者
を
い

う
。
）
と
の
間
で
貨
物
を
収
納
し
た
コ
ン
テ
ナ
の
本
邦
か
ら
本
邦
外
へ
の
運
送
に
つ
い
て
契
約
を
締
結
し

た
場
合
で
あ
っ
て
、
本
邦
内
に
住
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
条
第
一
項
に
お

い
て
「
輸
出
人
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
輸
出
人
が
当
該
荷
送
人
に
代
わ
り
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
係
る
輸
出

の
手
続
き
を
行
う
旨
の
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、輸
出
人
に
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
係
る
質
量
確
定
を
行
わ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
輸
出
人
は
、
登
録
確
定
事
業
者
に
質
量
確
定
を
委
託
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

質
量
確
定
を
行
う
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
質
量
確
定
業
務
実
施
手
順
書
を
作
成
し
、
当

該
手
順
書
に
従
っ
て
当
該
確
定
の
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

計
量
に
関
す
る
事
項 

二 

計
量
器
の
性
能
の
確
保
に
関
す
る
事
項 

三 

第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
貨
物
等
に
係
る
質
量
確
定
に
関
す
る
事
項 

四 

確
定
し
た
質
量
の
伝
達
に
関
す
る
事
項 

五 

質
量
確
定
の
記
録
の
保
管
に
関
す
る
事
項 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
点
検
に
関
す
る
事
項 

七 

そ
の
他
質
量
確
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項 

５ 

質
量
確
定
を
行
っ
た
者
は
、
確
定
し
た
質
量
が
記
載
さ
れ
た
資
料
に
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 



６ 
前
項
の
資
料
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
同
項
の
措
置
に
代
え
て
、

質
量
確
定
を
行
っ
た
者
の
記
名
（
ロ
ー
マ
字
の
大
文
字
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
電
子
署
名
（
電
子

署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子

署
名
を
い
う
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

登
録
確
定
事
業
者
は
、
質
量
確
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
措
置
を
行
っ
た
後
、
コ
ン

テ
ナ
の
荷
送
人
（
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
輸
出
人
が
質
量
確
定
を
行
う
場
合
は
、
輸
出
人
。
以
下
「
コ
ン

テ
ナ
の
荷
送
人
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
確
定
し
た
質
量
が
記
載
さ
れ
た
資
料
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

（
質
量
確
定
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
三
条 

特
貨
則
第
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
告
示
で
定
め
る
場
合
は
、本
邦
各
港
間
に
お
い
て
運
送
す
る

場
合
、
車
両
の
シ
ャ
ー
シ
フ
レ
ー
ム
に
搭
載
さ
れ
た
状
態
で
短
国
際
航
海
（
船
舶
救
命
設
備
規
則
（
昭
和

四
十
年
運
輸
省
令
第
三
十
六
号
）
第
一
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
短
国
際
航
海
を
い
う
。
）
に
従
事
す

る
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
船
（
船
舶
防
火
構
造
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
運
輸
省
令
第
十
一
号
）
第
二

条
第
十
七
号
の
二
の
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
区
域
又
は
同
条
第
十
八
号
の
車
両
区
域
を
有
す
る

船
舶
を
い
う
。
）
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
又
は
本
邦
外
の
船
積
み
地
（
千
九
百
七
十
四
年
の
海
上
に
お
け

る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
の
締
約
国
内
に
限
る
。
）
に
お
い
て
当
該
締
約
国
の
規
則
に
従
い
質

量
確
定
に
相
当
す
る
行
為
を
完
了
し
た
場
合
と
す
る
。 

 

（
質
量
確
定
に
使
用
す
る
計
量
器
） 

第
四
条 

特
貨
則
第
一
条
の
二
の
三
第
一
項
第
一
号
の
告
示
で
定
め
る
計
量
器
は
、次
の
各
号
に
掲
げ
る
計

量
器
と
す
る
。 

一 

計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第
二
号
イ
（
１
）
又
は
（
２
）
で
定

め
る
非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

イ 

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の 

ロ 

イ
以
外
の
計
量
器
で
あ
っ
て
、計
量
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
定
期
検
査
済
証
印
又
は
同
法
第
二

十
五
条
第
三
項
の
表
示
及
び
検
査
を
し
た
年
月
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の 

二 

前
号
以
外
の
計
量
器
で
あ
っ
て
、
計
量
器
の
製
造
、
販
売
若
し
く
は
修
理
の
事
業
を
行
う
者
が
点
検

及
び
調
整
し
た
も
の
の
う
ち
当
該
計
量
器
の
器
差
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
で
あ
る
こ
と
を
当
該
事
業

者
が
保
証
し
た
も
の
又
は
計
量
器
を
管
理
す
る
者
が
定
期
的
に
点
検
及
び
調
整
し
た
も
の
の
う
ち
当

該
計
量
器
の
器
差
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
の
も
の 



 

（
個
別
の
質
量
の
計
量
） 

第
五
条 

特
貨
則
第
一
条
の
二
の
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
コ
ン
テ
ナ
の
質
量
及
び
コ
ン
テ
ナ
に

収
納
さ
れ
て
い
る
物
の
質
量
を
個
別
に
計
量
す
る
と
き
は
、前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
計
量
器

を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
及
び
貨
物
等
に
つ
い
て
は
、個
別
に
質
量
を
計
量
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
。 

一 

表
面
に
正
確
な
質
量
が
明
確
か
つ
容
易
に
消
滅
し
な
い
方
法
で
付
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ 

二 

契
約
書
等
に
お
い
て
、
正
確
な
質
量
が
明
確
に
示
さ
れ
た
貨
物
等
（
仕
様
に
つ
い
て
、
契
約
書
等
の

内
容
と
の
間
に
軽
微
な
相
違
が
あ
る
も
の
を
含
む
。
） 

三 

貨
物
ユ
ニ
ッ
ト
に
収
納
さ
れ
て
い
る
貨
物
等
で
あ
っ
て
、そ
の
表
面
に
正
確
な
質
量
が
明
確
か
つ
容

易
に
消
滅
し
な
い
方
法
で
付
さ
れ
て
い
る
も
の 

四 

そ
の
他
質
量
の
計
量
を
要
し
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
貨
物
等 

 

（
届
出
） 

第
六
条 

コ
ン
テ
ナ
の
荷
送
人
等
は
、
自
ら
質
量
確
定
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
質
量
確
定
の
業
務
を
開

始
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
者
に
あ
っ
て
は
、各
号
の
記
載
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
法
人
番
号 

二 

質
量
確
定
の
業
務
を
行
う
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

三 

質
量
確
定
の
方
法
の
区
分
（
特
貨
則
第
一
条
の
二
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
別
を
い
う
。

第
七
条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
） 

四 

質
量
確
定
の
業
務
の
責
任
者
の
氏
名
及
び
職
名 

五 

そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

２ 

前
項
の
届
出
に
は
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
書
類
の
添
付
を
も
っ
て
、
当
該
添
付
に
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
コ
ン
テ
ナ
の
荷
送
人
等
（
以
下
「
届
出
荷
送
人
等
」
と
い
う
。
）

は
、届
出
に
係
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
又
は
質
量
確
定
に
係
る
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
軽
微
な

変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 



４ 
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
届
出
の
内
容
が

軽
微
で
あ
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
場
合
は
、そ
の
全
部
又
は
一
部
を
公
表
し
な
い
こ
と

が
で
き
る
。 

一 

届
出
年
月
日
及
び
届
出
番
号 

二 

届
出
を
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称 

三 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

５ 

届
出
荷
送
人
等
は
、第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
質
量
確
定
業
務
実
施
手
順
書
を
質
量
確
定
を
行
う
事

業
所
ご
と
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
船
舶
航
行
上
の
危
険
防
止
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
届
出
荷
送
人

等
に
対
し
、
質
量
確
定
の
業
務
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
、
又
は
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。 

７ 

国
土
交
通
大
臣
は
、届
出
荷
送
人
等
が
質
量
確
定
の
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
認
め
る
と
き
は
、期
間
を
定
め
て
質
量
確
定
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
指
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

（
登
録
） 

第
七
条 

第
二
条
第
二
項
の
登
録
（
以
下
「
確
定
事
業
者
の
登
録
」
と
い
う
。
）
は
、
コ
ン
テ
ナ
の
荷
送
人

等
の
委
託
を
受
け
て
質
量
確
定
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。 

２ 

確
定
事
業
者
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
法
人
番
号 

二 

質
量
確
定
の
業
務
を
行
う
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

三 

質
量
確
定
の
方
法
の
区
分 

３ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣

が
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
書
類
の
添
付
を
も
っ
て
、
当
該
添
付
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
。 

一 

法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書 

二 

法
人
に
あ
っ
て
は
、
役
員
の
氏
名
及
び
経
歴
を
記
載
し
た
書
類 

三 

質
量
確
定
に
用
い
る
計
量
器
の
名
称
、
数
量
、
性
能
、
保
管
場
所
及
び
そ
の
所
有
又
は
借
入
れ
の
別

を
記
載
し
た
書
類（
特
貨
則
第
一
条
の
二
の
三
第
一
項
第
一
号
の
方
法
で
質
量
確
定
を
行
う
場
合
に
限



る
。
） 

四 
質
量
確
定
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
書
類 

五 

質
量
確
定
業
務
実
施
手
順
書 

六 

そ
の
他
質
量
確
定
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
類 

４ 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
確
定
事
業
者
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

一 

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
確
定
事
業
者
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経

過
し
な
い
者 

二 

危
険
物
を
収
納
す
る
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
質
量
の
確
定
方
法
等
を
定
め
る
告
示（
平
成
二
十
八
年
国
土

交
通
省
告
示
第
七
百
二
十
一
号
。第
十
四
条
に
お
い
て「
危
険
物
コ
ン
テ
ナ
質
量
確
定
告
示
」と
い
う
。）

第
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
確
定
事
業
者
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、そ
の
取

消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者 

三 

法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
前
二
号
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の 

５ 

国
土
交
通
大
臣
は
、第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
定
事
業
者
の
登
録
を
申
請
し
た
者
が
本
邦
内
に
住
所
又

は
事
業
所
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

確
定
事
業
者
の
登
録
は
、登
録
確
定
事
業
者
登
録
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
す
る
も
の
と
す

る
。 

一 

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号 

二 

登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

三 

国
土
交
通
大
臣
が
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
質
量
確
定
の
業
務
の
停
止
の
指
示
を
行
っ
た
場
合
に

は
、
当
該
停
止
に
関
す
る
事
項 

四 

そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

７ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
登
録
確
定
事
業
者
登
録
簿
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
登
録
の
更
新
） 

第
八
条 

確
定
事
業
者
の
登
録
は
、
三
年
ご
と
（
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
者
に
あ
っ
て
は
、
国
土
交
通
大

臣
が
定
め
る
期
間
ご
と
）
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を

失
う
。 

一 

関
税
法
第
五
十
条
第
一
項
、
第
六
十
一
条
の
五
第
一
項
、
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六

十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
税
関
長
の
承
認
を
受
け
た
者
又
は
同
法
第
六
十
七
条
の
十

三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
税
関
長
の
認
定
を
受
け
た
者 

二 

国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
第
九
〇
〇
一
号
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
認
証
を
受
け
て
い
る
者 



２ 
前
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
登
録
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
前
条
第
二
項
中
「
国
土
交
通
大
臣
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
登
録
の
有
効
期
間
満
了
の
日
の
九
十

日
前
か
ら
三
十
日
前
ま
で
の
間
に
、
国
土
交
通
大
臣
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

登
録
確
定
事
業
者
は
、
前
項
で
準
用
す
る
前
条
第
三
項
第
一
号
（
登
記
事
項
証
明
書
を
除
く
。
）
第
二

号
、
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
既
に
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
さ
れ
て

い
る
当
該
書
類
の
内
容
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、申
請
書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
て
当
該
書
類
の
添
付
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
変
更
登
録
） 

第
九
条 

登
録
確
定
事
業
者
は
、
登
録
に
係
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
行
う
変
更
登

録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

２ 

第
七
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
変
更
登
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
二
項
中
「
登
録
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
の
変
更
」
と
、
「
次
に
掲
げ
る
事

項
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
に
係
る
事
項
」
と
、
「
国
土
交
通
大
臣
に
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
し
た
日
か
ら

起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
国
土
交
通
大
臣
に
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
次
に
掲
げ
る

書
類
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
に
係
る
書
類
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
登
録
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
の
変
更
」

と
、
同
条
第
六
項
中
「
登
録
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
の
変
更
」
と
、
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は

「
変
更
に
係
る
事
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
質
量
確
定
業
務
実
施
手
順
書
の
備
置
き
） 

第
十
条 

登
録
確
定
事
業
者
は
、第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
質
量
確
定
業
務
実
施
手
順
書
を
質
量
確
定
を

行
う
事
業
所
ご
と
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
業
務
の
廃
止
） 

第
十
一
条 

登
録
確
定
事
業
者
は
、
質
量
確
定
の
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
国
土

交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
確
定
事
業
者
の
登
録
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

 

（
報
告
徴
収
等
） 

第
十
二
条 

国
土
交
通
大
臣
は
、
船
舶
航
行
上
の
危
険
防
止
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
登
録



確
定
事
業
者
に
対
し
、
質
量
確
定
の
業
務
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
、
又
は
必
要
な
調
査
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
登
録
の
取
消
し
等
） 

第
十
三
条 

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
確
定
事
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の

登
録
を
取
り
消
し
、又
は
期
間
を
定
め
て
質
量
確
定
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
指
示
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

一 

質
量
確
定
の
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

二 

第
七
条
第
四
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。 

三 

不
正
の
手
段
に
よ
り
確
定
事
業
者
の
登
録
、第
八
条
第
一
項
の
登
録
の
更
新
又
は
第
九
条
第
一
項
の

変
更
登
録
を
受
け
た
と
き
。 

 

（
危
険
物
を
収
納
す
る
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
質
量
の
確
定
方
法
等
を
定
め
る
告
示
の
特
例
） 

第
十
四
条 

確
定
事
業
者
の
登
録
を
受
け
た
者
は
、危
険
物
コ
ン
テ
ナ
質
量
確
定
告
示
第
一
条
に
お
い
て
準

用
す
る
第
二
条
第
二
項
の
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。 

２ 

コ
ン
テ
ナ
の
荷
送
人
等
が
第
六
条
第
一
項
の
届
出
を
行
っ
た
と
き
は
、危
険
物
コ
ン
テ
ナ
質
量
確
定
告

示
第
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条
第
一
項
の
届
出
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
告
示
第
二
八
二
号
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
令
和
四
年
九
月
一
四
日
国
土
交
通
省
告
示
第
九
九
〇
号
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


